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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　内視鏡に挿通可能な挿入部を有し、前記内視鏡を通して体内に配置される前記挿入部の
先端に組織に対して所定の処置を行う処置部が前記挿入部に突没自在に設けられ、前記内
視鏡から引き出される前記挿入部の基端部に前記処置部の突没を操作する操作部を備える
処置具であって、
　前記操作部は、前記挿入部のシースに固定される操作部本体と、前記操作部本体に形成
された孔に進退自在に挿入され、前記処置部に連通する口金が設けられた操作管とを有し
、
　前記操作部本体の前記孔には、内径を拡げる拡径部が前記操作管の進退方向に２箇所形
成されており、基端側の前記拡径部は前記処置部が前記シース内に収容される位置に対応
して形成され、先端側の前記拡径部は前記処置部が前記シースから突出する位置に対応し
て形成され、
　前記操作管には、径方向に変形して前記拡径部に係合可能な係止部が設けられており、
　前記係止部は、前記拡径部に係合可能な突部を有し、
　前記突部の基端側には、
　　前記操作管の後退時に前記係止部を縮径方向に変形させる傾斜した端面と、
　　前記端面に対して前記操作管の周方向にずれた位置に設けられ、先端に向かうほど前
記操作管の軸線に近づくように傾斜した傾斜面とを有し、
　前記操作部本体の基端側の前記拡径部における基端側の壁面には、先端に向かうほど前
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記軸線に近づくように傾斜し、前記傾斜面と係合する面を有することを特徴とする処置具
。
【請求項２】
　前記係止部は、前記突部の基端側の中央部分が進退方向に延びており、
　この中央部分に前記端面が形成され、
　前記傾斜面は、前記中央部分を前記操作管の周方向に挟むように両側に配置され、
　前記基端側の拡径部は、前記突部の前記中央部分を受け入れ可能なスリットが設けられ
ていることを特徴とする請求項１に記載の処置具。
【請求項３】
　先端側に形成された前記拡径部には、前記操作管を後退させたときに前記係止部を閉じ
るように押圧する向きに第二の傾斜面が形成され、
　基端側に形成された前記拡径部には、前記操作管を前進させたときに前記係止部を閉じ
るように押圧する向きに第三の傾斜面が形成されていることを特徴とする請求項１に記載
の処置具。
【請求項４】
　前記係止部の先端部には、前進方向で前記操作管の軸線に向かって外形を縮小させるよ
うに第四の傾斜面が形成されていることを特徴とする請求項１から請求項３のいずれか一
項に記載の処置具。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、内視鏡に挿通して使用される処置具に関する。
【背景技術】
【０００２】
　内視鏡を用いて経口的な処置を行う際には、内視鏡のチャンネルに挿通可能な内視鏡用
処置具が使用される。内視鏡用処置具は、可撓性を有する細長の挿入部を有し、体内に挿
入される挿入部の先端には処置を行う処置部が設けられている。手元側に引き出される挿
入部の基端部には、処置部を操作するための操作部が設けられている。
　ここで、内視鏡用処置具の一例としては、組織に薬液を注入したり、組織を膨隆させた
りする際に使用される注射針があげられる。注射針は、挿入部となるシース内に、中空針
が進退自在に通され、中空針の先端が組織に穿刺される処置部になる。操作部は、シース
の基端に固定されたパイプ状の操作部本体と、操作部本体に進退自在に取り付けられ、中
空針に接続される口金とからなる。この種の注射針は、シース内に中空針の先端を収容し
た状態で体内に導入される。組織に穿刺するときには、操作部本体に対して口金を押し込
み、中空針の先端をシースから突出させる。
【０００３】
　中空針の突没を切り替える操作部の構造としては、例えば、特許文献１に開示されてい
るものがある。この操作部は、操作部本体に縦方向の溝が設けられており、溝の両端は略
円形に拡大された停止着座部になっている。口金には、操作部本体内に挿入される操作管
が接続されており、操作管には縦方向に延びる弾性舌状部が設けられている。弾性舌状部
の自由端には、ピンが設けられている。ピンは、径の異なる２段構造を有し、大径の基部
は操作部本体側の溝の幅より大きいが、停止着座部の径より小さい。小径の先端部は、溝
の幅以下である。操作管は、操作部本体内に挿入され、バネで中空針を引き戻す方向に付
勢されている。
　注射針を組み立てるときは、ピンが前方の停止着座部に達するまで操作管を操作部本体
に挿入する。弾性舌状部が復元してピンが前方の停止着座部に入る。このとき、中空針の
先端は、シースから突出した作業位置にある。処置が終了したら、術者が手動でピンを押
し込む。圧縮されていたバネが復元して操作管及び口金が押し戻される。ピンの先端部が
溝にガイドされながら移動する。後方の停止着座部に達したら、弾性舌状部が復元してピ
ンが後方の停止着座部に入って、操作管及び口金が停止する。この位置で中空針の先端は
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、シース内に収容される。
【特許文献１】特表２００５－５３４４３６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、このような操作部では、中空針を突没させる際にボタンを押し込む動作
が必要になる。特に、中空針を前進させるときは、ボタンを押しながら口金を前進させな
ければならないので操作が複雑であった。また、板バネ状の弾性舌状部やバネを使用する
ため、装置構成が複雑であった。
　この発明は、このような事情に鑑みてなされたものであり、簡単な構成で中空針などの
処置部の進退操作を容易に行えるようにすることを主な目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　上記課題を解決するために、この発明は以下の手段を提案している。
　本発明の処置具は、内視鏡に挿通可能な挿入部を有し、前記内視鏡を通して体内に配置
される前記挿入部の先端に組織に対して所定の処置を行う処置部が前記挿入部に突没自在
に設けられ、前記内視鏡から引き出される前記挿入部の基端部に前記処置部の突没を操作
する操作部を備える処置具であって、前記操作部は、前記挿入部のシースに固定される操
作部本体と、前記操作部本体に形成された孔に進退自在に挿入され、前記処置部に連通す
る口金が設けられた操作管とを有し、前記操作部本体の前記孔には、内径を拡げる拡径部
が前記操作管の進退方向に２箇所形成されており、基端側の前記拡径部は前記処置部が前
記シース内に収容される位置に対応して形成され、先端側の前記拡径部は前記処置部が前
記シースから突出する位置に対応して形成され、前記操作管には、径方向に変形して前記
拡径部に係合可能な係止部が設けられており、前記係止部は、前記拡径部に係合可能な突
部を有し、前記突部の基端側には、前記操作管の後退時に前記係止部を縮径方向に変形さ
せる傾斜した端面と、前記端面に対して前記操作管の周方向にずれた位置に設けられ、先
端に向かうほど前記操作管の軸線に近づくように傾斜した傾斜面とを有し、前記操作部本
体の基端側の前記拡径部における基端側の壁面には、先端に向かうほど前記軸線に近づく
ように傾斜し、前記傾斜面と係合する面を有することを特徴としている。
　この処置具では、拡径部に係止部が係合すると、その位置で処置部がロックされる。処
置部を移動させるときは、操作管を移動させる。
　また、先端側の拡径部から操作管を後退させるときは、端面と先端側の拡径部が協働し
て係止部を縮径方向に変形させて操作管の移動を可能にする。基端側の拡径部では、操作
管をさらに引いたときに、傾斜面が拡径部側の面に係合する。これによって、操作管の抜
け落ちが防止される。
【０００６】
　また、上記の処置具において、前記係止部は、前記突部の基端側の中央部分が進退方向
に延びており、この中央部分に前記端面が形成され、前記傾斜面は、前記中央部分を前記
操作管の周方向に挟むように両側に配置され、前記基端側の拡径部は、前記突部の前記中
央部分を受け入れ可能なスリットが設けられていることがより好ましい。
　この処置具では、先端側の拡径部から操作管を後退させるときに使用される端面が基端
側に突出している。操作管を基端側の拡径部まで引いたときには、突出した中央部分が基
端側の拡径部のスリットに進入し、拡径部と突部の干渉が防止される。
【０００７】
　また、上記の処置具において、先端側に形成された前記拡径部には、前記操作管を後退
させたときに前記係止部を閉じるように押圧する向きに第二の傾斜面が形成され、基端側
に形成された前記拡径部には、前記操作管を前進させたときに前記係止部を閉じるように
押圧する向きに第三の傾斜面が形成されていることがより好ましい。
　この処置具では、先端側の拡径部では、突出させた処置部を収容する方向には第二の傾
斜面が係合を解除するように働く。基端側の拡径部では、処置部を収容した状態から突出
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させる方向には拡径部の第三の傾斜面が係合を解除するように働く。
【０００８】
　また、上記の処置具において、前記係止部の先端部には、前進方向で前記操作管の軸線
に向かって外形を縮小させるように第四の傾斜面が形成されていることがより好ましい。
　この処置具では、処置部を収容した状態から処置部を突出させる方向には、係止部の先
端側の第四の傾斜面が係合を解除するように働く。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明によれば、操作部本体に対して操作管を進退させることで処置部を突没させる構
成において、操作管の進退動作によって操作部本体との係合及び係合の解除をコントロー
ルする傾斜面を設けたので、操作管の進退動作のみで処置部の突没及び位置のロックが行
える。このため、処置部の操作が簡単になる。さらに、操作部の装置構成を簡略化できる
。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
　以下、本発明の実施の形態について図面を参照しながら詳細に説明する。以下の各実施
の形態において、同じ構成要素には同一の符号を付してある。また、重複する説明は省略
する。
【００１３】
（第１の実施の形態）
　図１に内視鏡用処置具としての注射針の全体構成を示す。注射針１は、挿入部２となる
細長のシース３の先端に処置部となる中空針４を突没自在に設けた構成を有する。シース
３の基端部には、操作部５が取り付けられている。
　シース３には、樹脂製のチューブが用いられている。図２に中空針４を収容した状態に
おける断面図として示すように、シース３の先端部は、開口径を縮小させたストッパ１１
になっている。ストッパ１１が形成する開口部１２の径は、中空針４を挿通可能であるが
、挿通には所定の力量が必要な程度の摺動抵抗を有する大きさである。
【００１４】
　中空針４は、可撓性を有する送液チューブ１３の先端にジョイント１４を介して圧入固
定されている。中空針４は、硬質の材料から製造されており、先端は鋭利な端部４Ａにな
っている。中空針４の外径は、送液チューブ１３の内径に比べて小さい。送液チューブ１
３は、例えば、ＰＦＡ（四フッ化パーフルオロアルキルビニルエーテル）樹脂などの柔ら
かい樹脂で製造されている。送液チューブ１３は、シース３内に進退自在に通されており
、その基端部は、シース３に固定された操作部５内に引き込まれている。
【００１５】
　図１及び図３に示すように、操作部５は、シース３の基端部に挿入して固定された操作
部本体２１と、操作部本体２１に進退自在に挿入された操作管２２とを有する。操作部本
体２１は、長さ方向（軸方向）に貫通する孔２５が形成されており、この孔２５に送液チ
ューブ１３が挿入されている。孔２５は、先端側に対して基端側が拡径されており、拡径
された孔２５Ａ内に操作管２２の管部２６が挿入されている。図４に示すように、拡径さ
れた孔２５Ａは、長さ方向に延びるキー溝２７が２つ形成されている。キー溝２７の数や
配置は、図示したものに限定されない。
【００１６】
　さらに、拡径された孔２５Ａには、先端側と基端側のそれぞれに内径を拡げる拡径部３
１，３２がキー溝２７を避けて形成されている。先端側の第一の拡径部３１は、孔２５Ａ
を挟んで対称に一対設けられ、そのそれぞれが操作部本体２１の外周から拡径された孔２
５Ａに向けて穿設された孔３３からなる。それぞれの孔３３は、外周側の開口に対して内
周側の開口が基端側に形成されるように斜めに穿設されている。これによって、孔３３の
先端側の壁面は、軸線の先端側に向かう方向との間に鈍角をなす傾斜面３３Ａになってい
る。孔３３の基端側の壁面は、軸線の先端側に向かう方向との間に鋭角をなす傾斜面３３
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Ｂになっている。
　基端側の第二の拡径部３２も拡径された孔２５Ａを挟んで対称に一対設けられ、それぞ
れが操作部本体２１の外周から拡径された孔２５Ａに向けて穿設された孔３５からなる。
孔３５は、外周側の開口に対して内周側の開口が先端側に形成されるように斜めに穿設さ
れている。これによって、孔３５の先端側の壁面は、軸線の先端側に向かう方向との間に
鈍角をなす傾斜面３５Ａになっている。孔３５の基端側の壁面は、軸線の先端側に向かう
方向との間に鋭角をなす傾斜面３５Ｂになっている。
【００１７】
　操作管２２は、孔２５Ａに挿入可能な管部２６の基端に口金４１が一体に形成されてい
る。操作管２２は、口金４１から管部２６の先端に抜ける貫通孔４２が設けられている。
貫通孔４２の先端部分には、硬質のパイプ４３が圧入固定されている。パイプ４３は、操
作部本体２１の孔２５内に進入し、送液チューブ１３に接続されている。
　図４に示すように、管部２６の外周には、キー４４が２つ突設されている。キー４４は
、操作部本体２１側のキー溝２７の形成位置に合わせて形成されており、キー溝２７にキ
ー４４を挿入することで回転が防止される。
【００１８】
　図３に示すように、操作管２２の先端には、パイプ４３を挟むように一対の係止部５１
が形成されている。一対の係止部５１は、管部２６の先端にスリットを入れることで弾性
変形可能に形成された部分であり、自由端となる先端部に突部５２が径方向外側に設けら
れている。突部５２は、先端が中心に向かって斜めにカットされた傾斜面５２Ａを有する
。突部５２の基端側は、径方向に略沿った平面５２Ｂになっている。外力が作用しない状
態で、一対の突部の外面５２Ｃ間の距離は、孔２５Ａの径より大きい。
　ここで、係止部５１及び拡径部３１，３２は、係止部５１の突部５２を第一の拡径部３
１に一致させたときに中空針４がシース３から突出し、組織に刺入可能な作業位置になる
ように形成されている。また、係止部５１の突部５２を第二の拡径部３２に一致させたと
きに中空針４がシース３内に完全に引き込まれる収容位置になるように形成されている。
【００１９】
　この注射針の動作について説明する。
　不図示の内視鏡を患者の口などから挿入し、内視鏡の撮像装置で確認しながら処置対象
部位に導く。内視鏡の作業用チャンネルに注射針１を挿通し、挿入部２のシース３の先端
を体内に導入する。図５に示すように、操作部５は、初期状態として、係止部５１の突部
５２を第二の拡径部３１に係止させ、中空針４を図２に示すようにシース３内に収容させ
ておく。この位置では、突部５２の面５２Ｂが拡径部３２の鋭角の傾斜面３５Ｂに当接す
るので、操作管２２をこれ以上引き出すことはできなくなっている。
【００２０】
　中空針４を突出させるときは、口金４１を掴んで操作管２２を操作部本体２１に押し込
む。第二の拡径部３２の先端側の傾斜面３２Ａによって、一対の係止部５１が閉じる方向
に押圧され、突部５２の外面５２Ｃ間の距離が孔２５Ａの径以下に小さくなる。その結果
、一対の係止部５１が孔２５Ａ内を前進可能になる。操作管２２を押し込むと、パイプ４
３や送液チューブ１３を介して連結されている中空針４が前進する。
　孔２５Ａの径は、第一の拡径部３１までは略一定なので、操作管２２がスムーズに前進
し、中空針４がシース３から突出し始める。一対の係止部５１の突部５２が、第一の拡径
部３１に達すると、係止部５１が復元して開いて係止部５１が第一の拡径部３１に納まる
。操作管２２がこの位置にあるとき、先端側では中空針４がシース３から突出し、かつシ
ース３の先端の開口部１２に嵌る。
【００２１】
　ここで、操作管２２をさらに前進させようとした場合、突部５２の先端の傾斜面５２Ａ
が第一の拡径部３１の傾斜面３３Ａに当接する。傾斜面３３Ａの傾斜方向は、係止部５１
を縮径方向に押圧せず、干渉するような方向なので、操作管２２をこれ以上前進させるこ
とはできない。一方、操作管２２を比較的に弱い力で引っ張って後退させようとすると、
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突部５２の基端側の面５２Ｂが、第一の拡径部３１による傾斜面３３Ｂに突き当たって干
渉する。つまり、係止部５１が第一の拡径部３１に係止され、中空針４の位置がロックさ
れる。したがって、注射針１全体を前進させれば、中空針４が組織を刺入する。
【００２２】
　中空針４を組織に刺入させたら、口金４１に接続したシリンジから薬液や生理食塩水な
どの液体を送り込む。送液チューブ１３を通った液体が中空針４から組織に注入される。
処置が終了したら、注射針１を後退させて中空針４を組織から抜去する。
【００２３】
　中空針４をシース３内に収容するときは、操作管２２を刺入時に作用する力より強い力
で引っ張って後退させる。第一の拡径部３１の傾斜面３３Ｂによって係止部５１の突部５
２が押圧され、一対の係止部５１が閉じる。これによって、操作管２２が後退可能になる
。突部５２と第一の拡径部３１の傾斜面３３Ｂとの間の係合力は、中空針４を組織に刺入
するときは操作管２２の移動を禁止し、口金４１が手動で引かれたときには一対の係止部
５１を変形させるように形状が設定されている。
　操作管２２を後退させる過程で、突部５２が第二の拡径部３２に達すると、一対の係止
部５１が復元して操作部本体２１に引っ掛かる。この位置で停止させると、中空針４がシ
ース３内に完全に収容される。なお、第二の拡径部３２の基端側の傾斜面３５Ｂは、操作
管２２が後退する方向には、係止部５１に干渉して抜け止めとなる。したがって、通常の
操作で操作管２２が抜け落ちることはない。
【００２４】
　この実施の形態によれば、中空針４の進退方向に２つの拡径部３１，３２を設け、拡径
部３１，３２にテーパ状の面を形成したので、操作管２２を進退させるだけで操作管２２
側の突部５２を変形させることが可能になる。簡単な構成で操作が容易になる。各拡径部
３１，３２は、中空針４が突出する作業位置と、中空針４がシース３内に完全に収容され
る収容位置とに対応させて形成してあるので、操作管２２が係止される位置まで移動させ
だけで、中空針４の突没を制御できる。
　従来のように、操作部本体に口金を押し込んだり、ねじ込んだりして、中空針を作業位
置に固定させるタイプの注射針では、押し込みやねじ込みに要する大きな力量が最後に必
要になるのに対して、この注射針１では、最後に大きい力量を加える必要がないので、操
作が楽である。また、中空針４を作業位置に固定される際に必要な力量が不足することが
なくなる。
【００２５】
（第２の実施の形態）
　この実施の形態は、口金側にのみ傾斜面を設けたことを特徴とする。
　図６に示すように、操作部本体２１は、第一の拡径部６１と第二の拡径部６２とがそれ
ぞれ一対ずつ設けられている。第一の拡径部６１は、中空針４をシース３から突出させる
作業位置に対応して形成されている。第二の拡径部６２は、中空針４をシース３内に引き
込んだ収容位置に対応して形成されている。これら拡径部６１，６２は、軸線に対して直
交する向きに操作部本体２１の外周面から孔２５Ａに貫通する孔６３，６４からなる。し
たがって、これら孔６３，６４の先端側の壁面６３Ａ，６４Ａと、基端側の壁面６３Ｂ，
６４Ｂは、それぞれ軸線に直交する面になっている。
　口金４１が設けられた操作管２２は、先端に一対の係止部６５が設けられている。係止
部６５の突部６６は、先端側と基端側のそれぞれに傾斜面６６Ａ，６６Ｂが形成されてい
る。傾斜面６６Ａは、先端側に向かって閉じるように、つまり前進方向で操作管２２の軸
線に向かって外形を縮小させるように傾斜している。傾斜面６６Ｂは、口金４１に向かっ
て閉じるように、つまり後退方向で操作管２２の軸線に向かって外形を縮小させるように
傾斜している。
【００２６】
　中空針４をシース３内に収容するときは、第二の拡径部６２に係止部６５を係止させる
。中空針４を作業位置まで移動させるときは、口金４１を掴んで操作管２２を前進させる
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。係止部６５の突部６６の先端側の傾斜面６６Ａが第二の拡径部６２の先端側の壁面６４
Ａに押され、係止部６５が径方向内側に押し込まれる。突部６６の外面６６Ｃ間の距離が
徐々に小さくなって、孔２５Ａの径に略等しくなると、操作管２２が孔２５Ａ内を前進す
る。孔２５Ａの径は、第一の拡径部６１までは略一定なので、操作管２２がスムーズに前
進し、中空針４がシース３から突出し始める。係止部６５が第一の拡径部６１に到達する
と、係止部６５が復元し、突部６６が第一の拡径部６１に進入して係止される。操作管２
２がこの位置にあるとき、先端側では中空針４がシース３から突出し、かつシース３の先
端の開口部１２に嵌る。
【００２７】
　中空針４を引き戻すときは、口金４１を掴んで操作管２２を後退させる。突部６６の基
端側の傾斜面６６Ｂが第一の拡径部６１の基端側の壁面６３Ｂに押され、係止部６５が径
方向内側に押し込まれる。係止部６５間の距離が徐々に小さくなって、孔２５Ａの径に略
等しくなる。操作管２２が孔２５Ａ内を後退し、中空針４がシース３内に引き込まれる。
係止部６５が第二の拡径部６２に達すると、係止部６５が復元して突部６６が第二の拡径
部６２内に進入して係止される。このとき、中空針４は、シース３内に完全に収容される
。
【００２８】
　この実施の形態では、拡径部６１，６２を形成する孔６３，６４が軸線に直交するので
、製造が容易になる。その他の効果は、第１の実施の形態と同様である。
【００２９】
（第３の実施の形態）
　図８は、この実施の形態の注射針１の操作部７１の構成を示す。なお、挿入部２及び中
空針４は、第１の実施の形態と同様である。
　操作部７１は、シース３に固定される操作部本体７２と、操作部本体７２に進退自在に
挿入された操作管７３とを有する。図９に断面形状を示すように、操作部本体７２の孔２
５Ａには、キー溝２７が長手方向に沿って形成されており、操作管７３の回転を防止して
いる。さらに、操作部本体７２の先端側には、第一の拡径部８１が、基端側には第二の拡
径部８２がそれぞれキー溝２７を避ける位置に、孔２５Ａの径を拡げるように形成されて
いる。
【００３０】
　先端側の第一の拡径部８１は、孔２５Ａを挟んで一対形成されており、その各々が操作
部本体７２から孔２５Ａに貫通する貫通孔８３からなる。貫通孔８３は、先端側の壁面８
３Ａと基端側の壁面８３Ｂのそれぞれが操作部本体７２の長手方向に略直交する垂直壁に
なっている。図８に示すように、第一の拡径部８１は、操作部本体７２の長手方向に直交
する矢視で略方形になっている。
　基端側の第二の拡径部８２は、操作部本体７２の長手方向に直交する矢視で略方形に形
成されると共に、基端側の中央部分に切り欠き８５が形成されている。さらに、切り欠き
８５を挟むように一対の傾斜面８６が形成されており、傾斜面８６が形成する隙間と切り
欠き８５によって長手方向に延びるスリット８７が形成されている。図９に示すように、
第二の拡径部８２は、孔２５Ａを挟んで一対形成されており、その各々が操作部本体７２
から孔２５Ａに貫通する貫通孔８８を利用して形成されている。傾斜面８５は、基端側が
開くように傾斜しており、傾斜面８５の先端と、貫通孔８８の先端側の壁面８８Ａとの間
に所定の間隔が確保されている。壁面８８Ａは、長手方向に略直交する垂直面になってい
る。
【００３１】
　図１０及び図１１に示すように、操作管７３は、管部９１の基端に口金９２が一体に形
成されており、不図示の貫通孔を介して薬液等を中空針４に供給可能になっている。管部
９１の側面には、キー４４がキー溝２７に対応して形成されている。管部９１の先端部は
、摺り割りによって一対の係止部９３が形成されている。なお、一対の係止部９３の間か
らはパイプ４２（図１０及び図１１には不図示）が延びており、送液チューブ１３に接続
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されている。
【００３２】
　係止部９３は、先端側が自由端となって径方向に変形可能になっており、それぞれの係
止部９３の径方向外側に突部９５が設けられている。
　突部９５は、径方向からの矢視で略方形の突部本体９６の基端側の中央部分から縁部９
７を突出させた凸形状を有する。突部本体９６の先端面は、基端側に向かって開く傾斜面
９６Ａになっている。縁部９７は、長手方向に沿って延び、その基端側の端面９７Ａは、
基端に向かって閉じる傾斜面になっている。縁部９７を挟むように配置され、凸形状にお
いて一段下がった肩部分に相当する突部本体９６の基端面は、傾斜面９６Ｂになっている
。傾斜面９６Ｂは、縁部９７の端面９７Ａより先端側に配置され、端面９７Ａと逆向き、
つまり先端に向かって閉じる方向に傾斜した平面である。
【００３３】
　ここで、突部９５は、操作部本体７２側の第一、第二の拡径部８１，８２にそれぞれ進
入可能な外形を有する。突部本体９６から延びる縁部９７の長手方向の長さは、第二の拡
径部８２のスリット８７の長さ以下である。縁部９７の長手方向の直交する方向の幅は、
スリット８７の幅以下である。
【００３４】
　この注射針１は、中空針４をシース３に収容した収容位置と作業位置のいずれかに位置
決めすることが可能である。注射針１を体内に挿入するときなどは、中空針４を収容位置
に収める。このとき、操作管７３を操作部本体７２に対して引いて、第二の拡径部８２に
係止部９３を係止させる。図１４に示すように、突部本体９６が孔８８に進入し、縁部９
７はスリット８７に収まる。突部本体９６の基端側に傾斜面９６Ｂと、第二の拡径部８２
の傾斜面８６は、操作管７３を引き出す方向には係合するように傾斜方向が設定されてい
るので、操作管７３をこれ以上引き出すことはできない。
【００３５】
　中空針４を収容位置から作業位置まで移動させるときは、操作管７３を操作部本体７２
に押し込む。第二の拡径部８２の壁面８８Ａが略垂直なのに対して、突部本体９６の先端
側の傾斜面９６Ａが先端に向かって閉じるように傾斜しているので、操作管７３を押し込
むにつれて突部９５が縮径する方向に押圧されて一対の係止部９３が縮径方向に変形させ
られる。突部９５間の距離が孔２５Ａの外径以下になるまで係止部９３が変形させられる
と、操作管７３が孔２５Ａに沿って前進する。このため、比較的に軽い力量でロックを解
除できる。なお、突部本体９６の基端側の傾斜面９６Ｂは、この方向には係合しないので
、操作管７３の移動が妨げられることはない。
【００３６】
　突部９５が、第一の拡径部８１まで移動すると、一対の係止部９３が弾性力によって復
元し、縁部９７を含む突部９５の全体が第一の拡径部８１の孔８３に進入する。この位置
は、中空針４の作業位置に相当し、この位置で操作管７３及び中空針４がロックされる。
【００３７】
　処置が終了して中空針４を再び収容位置に戻すときは、操作管７３を引く。第一の拡径
部８１の壁面８３Ｂが略垂直なのに対して、縁部９７の端面９７Ａが基端に向かって閉じ
るように傾斜しているので、操作管７３を引き戻すにつれて突部９５が縮径方向に押圧さ
れ、一対の係止部９３が縮径方向に変形させられる。突部９５間の距離が孔２５Ａの外径
以下になるまで係止部９３が変形させられると、操作管７３が孔２５Ａに沿って後退する
。縁部９７を挟む両側の傾斜面９６Ｂは、端面９７Ａより先端側にあるので、傾斜面９６
Ｂが第一の拡径部８１の壁面８３Ｂに干渉することはない。このため、比較的に軽い力量
でロックが解除される。突部９５が第二の拡径部８２まで移動したところで、係止部９３
が第二の拡径部８２に嵌って操作管７３及び中空針４の位置がロックされる。
【００３８】
　この実施の形態では、係止部９３の突部９５に傾斜する縁部９７を設け、縁部９７の端
面９７Ａと第一の拡径部８１を協働させることで中空針４の後退時に係止部９３を縮径方
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向に変形させるようにしたので、軽い力量で操作管７３のロックを解除できる。
　係止部９３の突部９５の先端に傾斜面９６Ａを設け、傾斜面９６Ａと第二の拡径部８２
を協働させることで中空針４の前進時に係止部９３を縮径方向に変形させるようにしたの
で、軽い力量で操作管７３のロックを解除できる。
　また、第二の拡径部８２で操作管７３をロックしたときは、操作管７３をさらに引き出
す方向には突部９５側の傾斜面９６Ｂと第二の拡径部８２の傾斜面８６が係合することで
、操作管７３の抜け落ちが防止される。この際に、縁部９７を受け入れるスリット８７を
設けたので、縁部９７が操作部本体７２に干渉することはない。
【００３９】
　なお、本発明は、前記の各実施の形態に限定されずに広く応用することができる。
　例えば、第一の拡径部３１，６１，８１、第二の拡径部３２，６２，８２及び係止部５
１，６５，９３は、それぞれ一対ずつ設けたが、１つずつでも良いし、３つ以上でも良い
。
　拡径部３１，３２，６１，６２，８１，８２は、外周面に貫通する孔でなくても良い。
孔２５Ａから拡径方向に形成した凹部でも良い。
　傾斜する面３２Ａ，３２Ｂ，３５Ａ，３５Ｂ，５２Ａ，６６Ａ，６６Ｂ，８６，９６Ａ
，９６Ｂ，９７Ａは、平面や曲面など、任意の形状にすることができる。
　第１の実施の形態で、係止部５１側の傾斜面５２Ａを設けずに、軸線に略垂直な面にし
ても良い。係止部５１側の基端側の平面５２Ｂを傾斜面にしても良い。傾斜面にする場合
は、後退方向において基端が軸線に向かって閉じる向きに傾斜させる。
【００４０】
　第３の実施の形態で、突部９５の先端面を垂直面にしても良い。この場合、第二の拡径
部８２の先端側の壁面は、先端に向かって閉じるような傾斜面になる。
　第３の実施の形態で、突部９５は、基端側に向かって突出する凸形状としたが、凹形状
にしても良い。凹形状のへこんだ部分を傾斜面９６Ｂと同じ向きの傾斜面にするときは、
第二の拡径部８２は突部９５の外形に合わせて基端側の中央部分に突出させ、この部分に
傾斜面８６と同じ向きの傾斜面を形成する。凹形状のへこんだ部分を端面９７Ａと同じ向
きの傾斜面にするときは、第一の拡径部８１の基端側の中央部分を突部９５の外形に合わ
せて突出させる。
【００４１】
　内視鏡用の処置具は、スネアやクリップ、高周波ナイフなど、組織に対して所定の処置
を行う処置部が突没自在に設けられた構成であれば良く、実施の形態の注射針に限定され
ない。
【図面の簡単な説明】
【００４２】
【図１】本発明の実施の形態に係る処置具の一例である注射針の外観図である。
【図２】注射針の先端部分の拡大断面図であって、中空針がシース内に収容された状態を
示す図である。
【図３】操作部の構成を示す断面図である。
【図４】図３のＡ－Ａ線に沿った断面図である。
【図５】操作管を後退させ、シース内に中空針を収容したときの配置を説明する断面図で
ある。
【図６】注射針の操作部の他の形態を示す断面図である。
【図７】図６の操作部において操作管を後退させ、シース内に中空針を収容したときの配
置を説明する断面図である。
【図８】注射針の操作部の他の形態を示す斜視図である。
【図９】図８のＢ－Ｂ線に沿った断面図である。
【図１０】操作管の斜視図である。
【図１１】操作管の側面図である。
【図１２】図１０のＣ－Ｃ線に沿った断面図である。
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【図１３】図１０のＤ－Ｄ線に沿った断面図である。
【図１４】図８の状態から操作管を引き出した図である。
【符号の説明】
【００４３】
　１　　　注射針（処置具）
　２　　　挿入部
　３　　　シース
　４　　　中空針（処置部）
　５，７１　　　操作部
　２１，７２　　　操作部本体
　２２，７３　　　操作管
　２５　　　孔
　４１，９２　　　口金
　３１，６１，８１　　　第一の拡径部
　３２，６２，８２　　　第二の拡径部
　３３Ａ，３３Ｂ，３５Ａ，３５Ｂ，５２Ａ，６６Ａ，６６Ｂ，８６，９６Ａ，９６Ｂ　
　　傾斜面
　５１，９３　　　係止部
　９５　　　突部
　９６　　　突部本体
　９７　　　縁部
　９７Ａ　　　端面

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図９】 【図１０】
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【図１３】
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